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1　序章

　もし，内に日本国民のあらゆる階層において，「平和への意思」が

牢として抜くべからざるまでに確立せられるとしたならば，外，永久

平和への念願を新たにした諸国民の同感と共鳴との下に，永世中立を

その様相とした新日本の誕生が不可能であるはずはなく，況んや非現

実的であるはずはないのである。
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1　序 章

　1．問題の所在

　国際連合教育科学文化機関憲章は，　「戦争は人の心の中で生れるものである

から，人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」という有名なこと

ぽで始まっている。今日，「平和のとりで」を築くことがあらゆる国家，あら

（1）筆者は，学生であり同時に教師であるという事情から，かねてより研究と教育の

　統一というテーマに心を寄せており，国民の一人として，また国民教育の教師の一・

　人として「今日いちばん大切なものは平和である」という問題認識に立って，平和

　のための教育の実践的研究に微力を注ぎたいと願っている。本稿は教育の現場にお

　ける作業にもとつく報告である。

（2）上原専禄『平和の創造一人類と国民の歴史的課題』，理論社，1951年，9－10頁。
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　一・橋研究第24号

ゆる民族の共通の課題であるとすれば，かつて「東亜ノ安定ヲ確保シ以テ世界

ノ平和二寄与スル」（宣戦の詔書）の名目の下に，野蛮なる侵略行為に出でて，

数億にのぼるアジアの民衆をいためつけ，遂には広島・長崎において原子爆弾

の被災という人類史上未曽有の惨虐なる体験に遭遇した日本国民には，十五年

戦争にたいするきびしい自己反省に立っていっそう堅固な平和の墜塁を築くべ

き責任と使命とがあるのではないだろうか。

　しかるに，日本の現実はどうであろうか。われわれのただ一つの祖国は，

’「平和を維持しようと努めている国際社会において名誉ある地位を占め」　（日

本国憲法前文）ているであろうか。朝鮮戦争勃発の直後，アメリカの反共世界

政策の一環として，マッカーサーの指令と援助をうけ’て創設された警察予備隊

（1950年）に端を発する日本の再軍備過程は，日本国民自身の意思によるもので

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（3）
はなく，むしろ，アメリカの「おしつけ」によると言うべきものであるとは言

え，爾後，保安隊の自衛隊への改編（1954年），安保体制の維持・強化，数次

にわたる自衛隊の増強によって，永遠の武装放棄を定めたきわめて峻厳な平和

憲法の精神はなしくずしに形骸化されてきた。緊張緩和へのさまざまな道を模

索しはじめた国際情勢をよそに，アジアに対する軍事的進出の可能性を孕んだ

沖縄への自衛隊派遣の企てや，国土防衛戦略から攻撃作戦戦略への質的転換を

狙った第四次防衛力整備計画等は，憲法空洞化の傾向が今後ますます強められ

ることを懸念せしめる。

　戦後四半紀を経過した今日，国民意識のうちには，憲法空洞化の傾向と相並

んで，原爆体験をはじめとする戦争体験の風化現象が存在することが指摘され

ている。教育の場においては，学習指導要領の改訂，教科書検定の強化，さ

らには原爆体験や戦争体験を語ることすら「政治的偏向」とみなす文部当局の

「政治的発想」によって，この風化作用はいっそう加速されつつある。しかし

ながら，かかる風化に抗して，日本民族にとっても，人類全体にとっても，最

も大切なものは平和に他ならないという問題認識に立った平和教育への自覚的

　（3＞家永三郎「帝国憲法と日本国憲法」，憲法問題研究会編『憲法読本』，岩波書店，

　　1965年，上巻，60－1頁。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原爆と平和のための教育’

　　（4）

取組みが，ここ数年，被爆地広島・長崎を中心として盛り上りを見つつあるこ

とは看過しえない事実である。

　以下の調査分析は，次代をになう若き国民の原爆にたいする知解や憲法第9

条にたいする態度の調査を通じて，原爆体験とその継承は平和のための教育の

中でいかなる役割を果たすことができるかを考え，平和のための教育の一つの

方向を示唆せんとするものである。

　2．調査の概要

　（イ）調査対象　私が昭和46年度高等学校社会科政治経済を担当した東京都立．

　　　　　　　　　　　　　　（5）
　　西高等学校三年甲および乙組

　（ロ｝対象者数　甲組35名（うち女子12名），乙組45名（うち女子14名），合計

　　80名（うち女子26名，32．5％）

　㈲調査日時昭和47年1月14日

　⇔　所要時間　雑感と併せて1時限（50分）

　㈱　調査方法　質問紙による自計式配票調査

　囚　調査項目　原爆に関する質問7項目，核兵器，憲法第9条改正等に関ナ

　　る質問5項目

　3．被調査者の外的状況の素描

　現在の都立西高等学校（東京都杉並区宮前4－21－32）は，昭和12年4月東

京府立第十中学校として赤坂区青山に開校。昭和14年4月，現在の位置に移

転。昭和23年4月，学制の改革により都立第十新制高等学校となり，昭和25年

1月，名称を都立西高等学校と変更して現在にいたっている。昭和46年度の教

職員総数は90名，生徒数は男子880，女子381，計1，261名。校風は，はなはだ自

由闊達。保護者の職業はいわゆるホワイト・カラーが大多数で，われわれの謁

　（4）子どもたちにとって原爆は「昔話」となり，教科書では原爆の記述が消されつつ’

　　ある事態に深く動かされて，広島県教職員組合は，1969年1月熊本市で開催された

　　日教組第十八次教育研究全国集会において，「今こそ原水爆問題をすべての教室で，

　　すべての地域で積極的にとりあげよう」とアピールし，問題を提起したのが端緒で

　　ある。

　（5）調査結果は，したがって，東京・杉並の一角における若者たちの政治意識が今B

　　いかなるものであるかを示したものであって，必ずしも一般化はできない。
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　一橋研究第24号
査対象について見ると，総数80のうち，一般企業48（60．0％），官公庁19（23．75

％），教育5（6．25％），自営5（6．25％），自由業3（3．　75％）となっており，居

住地域は杉並区についで中野区，練馬区がもっとも多い。

　1954年3月，アメリカは第一回の水爆実験をマーシアル群島で行なった。実

験水域外で操業していた日本のマグP漁船第五福竜丸が「死の灰」を浴びたこ

とをぎつかけにして各地に原水爆禁止の運動が起った。そのさい，杉並区では

従来の地域活動を基盤として，同年5月には安井郁氏を議長とする原水爆禁止

署名運動杉並協議会が結成され，全国に原水爆禁止のための署名を訴えた杉並

アヒ。一ルを発して，かってない大国民運動となった原水爆禁止署名運動の先駆

　　　　　　　　　　　　　（6）
．となったことが想いおこされる。

H　原爆，憲法第9条等に関する知見と意識

1．原爆に関する知見

質問1　原爆というと，まず最初に思い浮べることがらは何でtか，

　広島（ヒロシマ）　37（46．25％）

　広島の被災者の悲惨なすがた　18（22．5％）

　長崎　9（11．25％）

　ケロイド　8（10．0％）

　きのこ雲　6（7．5％）

　広島の原爆資料館　4（5．0％）

　アインシュタイン　4（5．　0％）

　平和記念公園，慰霊碑　3（3．75％）

　『黒い雨』（小説）　3（3．75％）

　原爆ドーム，原爆症で苦しむ人々，悲惨，おそろしい，戦争と平和，中国

のIRBM実験，第五福野丸，各2

　白血病，死の灰，閃光，生地獄，嫌悪，破滅，ABCC，太田川，相生橋，

（6＞この間の経緯については，安井郁『民衆と平和一未来を創るもの』，大月書店，

　1955年；日本平和委員会編『平和運動20年資料集』，大月書店，1969年等参照。
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エンリコ・フェルミ，現代科学，非人間性，B29，8月6日，ファシスト，ナ

チス・ドイツ，原水禁運動の分裂，『春の城』，各1

　この自由回答質問法において，広島について何らかの形で言及しているもの

．は44名（55．0％）であるのに対して，長崎に言及しているものは，わずかに9

名（11．25％）である。これは，かれらが二年生の秋に修学旅行の目的地の一

つに広島をおとずれたことと関係しているようだ。また，かれらが具体的にヒ

ロシマのイメージを想起することによって，原爆を人間的な悲惨さとしてとら
　　　　　　　　　　　　（7）
えていることが注目される。

　質問H　原爆はどこの国が，いつ，どこに投下したのですか。

　アメリカ合衆国が，昭和20年8月6日広島に，8月9日長崎に投下したと回

：回した者は29（36．25％）。

　被爆地として長崎をおとしたもの　14（17．5％）

　月日のないもの　22（27．5％）

　日付の誤認　7（8．75％）

　空白　1

　質問1および皿にたいする回答から，広島にくらべて長崎に対する関心の度

合が相対的に低いことがはっきり読みとれる。そして，両都市にたいする国民

一般の態度のうちにも同様の傾向が見られるのである。その理由としては，（1）

広島は世界で最初の原爆被災都市であること，②広島の被害は長崎に比してい

っそう甚大であったこと，（3）広島は長崎より首都に近いこと，（4源爆体験の思

想化作業において広島はいっそう積極的であったこと（「長崎の証言」刊行委

員会の最近の活発な活動によって，その落差は埋められつつあるように思われ

　　　　　　　　　　　　（8）
るとしても）等が考えられる。

　（7）山口大学社会学研究室の調査によれば，被爆者の原爆イメージは死体の群，ただ

　　れた皮膚，野宿，やけど，脱毛，死者の始末など具体的かつ詳細であるのに対し

　　て，一般市民・学生のそれは，広島・長崎についで，ケロイド，きのこ雲，原爆ド

　　ーム等があげられ，観念的かつ皮相であることが指摘されている。『第4回　山口

　　県原水爆被害者実態調査報告書』，昭和47年，35－8頁。

　・（8）R・J・リフトン『死の内の生命』，朝日新聞社，昭和46年，268－72頁参照。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　81



　一橋研究第24号
　質問皿　原爆に関するあなたの知識は主として何から得たものですか。以下

の項目のうち一番多くを得ているものに二重丸，次位のものに丸印を付して下

さい。

　　　　　　　　　　　第1表　原爆知識の認知経路

GE
イ．テレビ，ラジオ

ロ．新聞，週間誌，雑誌

ハ．父母・兄弟の話

二．先輩・友達の話

ホ，クラブ活動

へ．授業において，教師から

ト．読　書

1位

8人

22

0
1
05
9

　
3

2位

24人
16

2
1
07
3
1
1

小 計

ワ
一
83
3

70

2
2
02
2

ワ
阿
F
D

74

1位を2点，2位
を1点として算出

0
0
4
6
2
3
07
1

2
Q
V

工oo

118

チ．その他 1＊ P　6＊ 7 8

合 計 76＊＊ P　7g＊＊1　lss ，3i　1

　＊その他の第1位には修学旅行，第2位には修学旅行2，長崎にすんでいた1，原水

　　協・原水禁のパンフレット1があげられている。

　＊＊合計が80にならないのは，二重丸を付さないもの，丸印が一つだけの回答があるか

　　らである。

　この序列的質問にたいする回答からは，つぎのような事柄が指摘できよう。

　原爆に関する生徒の知識の最大の源泉は読書である。ほぼ50％の生徒が読書

を第1位にあげている。ついで，さすがに新聞，TV等のマス・ミディアの影

響力がつよく，「授業において・教師から」というのは，その次に位置する。

しかし，かれらの読書の内容を検討すれば，かれらの読書は主として「現代国

語」および「政治経済」の読書指導によるものであることがわかる。したがっ

て，ここで，授業・教師・読書を一まとめにし，他方マス・コミ関係を一まと

めにしてみるならば，単純合計においては74：70，第1位を2点，第2位を1

点として算出すれば118：100となり，いずれも前者が後者を凌駕している。こ

のことは，マス・コミに対する内外の規制がつよまり，それらの媒体による原

爆の報道がいかに制限されようとも，教育と指導（ことに読書指導）によって

原爆についての正しい認識がなお可能であることを示していると言えよう。
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　広島市および周辺の中学校の生徒を対象とした1968年10月の調査によれば，

原爆についての知識はほとんど家族かテレビからのものであり，学校で先生か
　　　　　　　　　　　　　　　　（9）
ら習ったものは，「わずか10％前後」であったという。広島での平和教育の着

実な進展とともに最近では，教育現場における原爆体験の風化作用はおしとど

められつつあるが，それでも認知経路としては依然家族やテレビの占める比率
　　　　　（10）
の方がたかい。しかしながら，東京では事情はかなり異なり，父母・兄弟，先

輩・友人の間では原爆はほとんど話題となっていない模様である。言かえれ

ば，原水爆禁止運動の中で，杉並区に居住する市民たちが果たしてきた先進的

な役割は今日かならずしも継承されているとは言いがたい。それだけに教育の

果たすべき役割はますます大であると言わなけれぽならない。

　質問IV　今まで個人的に原爆に関する資料（被爆者の体験記，文学作品，ル

ポルタージュ，評論等）を読んだことがありますか。

　イ，読んだことがある　72（90．0％）

　Pt，読んだことはない　7（8．7％）

　　　無解答　　　　　　1（1．3％）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（11）
　無解答をふくめて，10％の生徒は原爆に関する文献をよんだことがない。

　「現代国語」を担当する国語科の教師たちは，　「戦時中の青春」をうかがい

知るために，かれらが第一学年のとき阿川弘之の『春の城』をとりあげ，第二

学年では，秋の広島行にそなえて，夏休みの課題として井伏鱒二の『黒い雨』

　（9）　『広島教育』第205号，1969年3月，81頁。この調査によって広島の教師たちは，

　　原爆体験が他ならぬ自分たちの教室において風化しつつあることを知らされ，　「広

　　島の教師の責任を改めて考えなおし」，先に触れた全国教研へのアピールとなった

　　のである。『ひろしまの平和教育』第2輯，広島教育会館出版部，1971年，10－1頁。

　（10）『未来を語りつづけて一原爆体験と教育の原点』，労働旬報社，1969年，164頁；

　　「原子爆弾（被害）に関する調査集計」（1971年7月実施），2－3頁。

　Ul）広島における森下弘氏らの調査によれば，広島県下の高校生たちの読書率は「概

　　して低い」という。『ひろしまから学ぶ』（高校用原爆・平和教育教材資料試案），

　　1971年，5頁。国泰寺高等学校（原爆で一年生のほぼ全員を失った旧制一中）のば

　　あい，二年生106人中69人（65．　1％）は原爆関係の本をよんだことがないという結

　　果が報告されている。森下弘「原爆教育研究」，『鉄樹』第10号，1970年，98頁。
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を必ず読むように指導し，さらに，原民喜の『夏の花』をプリントで全員に配

布し，これも夏休み中に読むように指導した。夏休みが明けると，互いの感想

文を読み合ってディスカッションの時間も持った。第三学年，「政治経済」の

授業においては，年間読書計画のうちに，今日の時点で原爆被爆者問題を多面

的に追求した山代巴編『この世界の片隅で』や大江健三郎の『ヒロシマ・ノー

ト』を組込んだ。このような努力があるにもかかわらず，原爆に関する文献を

自分で読んだことのない生徒が10％もあることは，それが原爆問題にたいする

ひそかな反発や嫌悪によるものでないかどうか検討する必要があろう。

　生徒たちが余白に書きしるした作品は，

　　黒い雨44（55．0％）

　　夏の花15（18．　75％）

　　ヒロシマ・ノート　8（10．0％）

　　春の城　　5（6．25％）

　　原爆詩集（峠三吉）　2（2．5％）

　　この世界の片隅で　2（2．5％）

　　原爆はなぜ投下されたか（西島有厚）　1

　　ヒロシマ（ジョン・ハーシー）　1

　　屍の街（大田洋子）　1

　　海に立つにじ（大野允子）　1

　　長崎医大原子爆弾救護報告　1

　　長崎の鐘（永井隆）　1

　　物理学年報　1

となっており，これらが彼らの読んだ作品のすべてではないとしても，第一

に，作品群はいわゆる「原爆文学」に片寄っており，しかもバライエティに乏
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（12）
しいこと，第二に，原爆被害の最大の犠牲者である一般庶民の被爆体験記がま

ず読まれてしかるべきであるにもかかわらずぜんぜん読まれていないこと等か

　C12）たとえば，長田新編『原爆の子一広島の少年少女のうったえ』，岩波書店，昭
　　和26年；『原爆に生きて一原爆被害者の手記』，三一書房，1953年；『原爆ゆるす
　　まじ』，新日本出版社，1965年；『原爆体験記』，朝日新聞社，昭和40年，など。

　84



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原爆と平和のための教育

ら推して，原爆に関する文献を若き世代は自主的かつ積極的に読んでいるとは

言いがたい。更に，ここで，原爆被害に関する物理学・社会医学・社会心理学

的文献のほとんど見当らないことには目をつむるとしても，原爆被害の諸相及
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（13）
び総体に関して客観的総合的認識を付与しうるごとき文献の皆無なことは，原

爆被害者問題についてのかれらの認識に客観性・総合性が十分備わったもので

、あるかどうかを危惧せしめる。

　質問V　これまでに原爆にかんする映画，写真集，写真展を見たことがあり

ますか。

　イ，見たことがある　76（95．0％）

　ロ，見たことはない　4（5．0％）

　質問IVの回答に比較すると，広島に関する言葉よりも映像の方がいっそう浸

透していることがわかる。

質問VI　どの教科で原爆についてもっとも多くを学びましたか。質問皿の要

　　　　　　　　　　第2表教科と原爆学習
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合 計 62 76 138 200

＊その他には，原爆資料館（修学旅行），中学の地理，校外学習，があげられている。

働　この点での最良の文献は，日本原水協専門委員会編『原水爆被害白書一か日さ
　れた真実』，日本評論新社，1961年，であるが，今日入手することはきわめて困難

　である。
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　一橋研究第24号
領でこたえて下さい。

　回答を見ると，原爆が主として「現代国語」および「政治経済」の中でとり

あげられていることがわかる。現在生徒たちが使用している教科書を開いてみ

ると，「世界史」（山川出版社），「日本史」（三省堂）の教科書には，広島・長

崎への原爆投下の記事が二ないし三行ではあるが，きのこ雲の写真とともに記

載されている。しかしながら，　「政治経済」の教科書（実教出版，務台理作監

修）には，「第五福二：丸の乗組員が放射能の被害をうけたことをきっかけとし，

日本を先頭に各国で核兵器の実験・製造・使用の禁止を要求する大衆運動がも

りあがった。」（三訂版，181頁）という記述につづいて，核兵器の国際管理の問

題が論じられているが，広島・長崎の原爆被災に関する記事は一行もない。

　「現代国語」では，かれらが第一学年のときに使用した教科書（大日本図書

出版）が若杉慧の「野の仏」を収録している。

　「　・子育地蔵尊

　東京　目黒影響寺境内，立て札にいわく，『慶長十年（1605）開眼。広島

市西蓮寺ニアリ。多年保留有名ナリ。昭和二十年（1945）八月六日午前八時十

五分原子爆弾ノ為，僅カニ頭部ノー部ヲ残ス。昭和二十四年八月二十一・日』

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（14）
　広島は私の故郷だが，西湖寺がどこにあるかを知らない。あるいは寺が完全

に焼けて再建の見込みが立たないので，この多頭だけを東京に持ってきたのか

もしれぬ。

　慶長十年の開眼というが，私の見るところ，どうもそう古い仏ではないよう

に見える。きれいに洗ったせいかもしれぬ。しかし古い新しいはいらぬ詮議

だ。この顔が，洗ったためにいっそう美しくなったとすれば，それもまたよい

ではないか。

　　遠き日の石に刻み

　　　　　　砂に影落ち

　　崩れ落つ　天地のまなか

　　一輪の花の幻

　（14）西蓮寺は，原爆ドームの東隣に位置しており，「原爆犠牲者精霊祠堂」とある。
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　友人，原民喜が，自殺の年自らに刻んだ墓碑銘であるが，同時にすべての原

爆犠牲者にささげた碑銘でもあった。この子育地蔵尊のおん前にもささげた

い。」（新版，98頁）

　しかし，この程度の記事すら，むしろ例外的であり，正面から原爆問題にと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（15）
りくんだ文章を教科書のうちに見出すことは絶無であると言ってよい。

　第2表によれば，　「生物」，「世界史」および「倫理社会」においては，原爆

の問題は全く，あるいは殆どふれられていないと思われる。

　原爆問題は倫理の問題として取りあつかうことができないのであろうか。む

ろん，われわれはそうは思わない。自然哲学者のマックス・ボルンMax　Born

は，第10回パグウォッシュ会議（1962年9月）にむけて書いた手紙の中で，「大

量破壊の脅威に打ちかつ方法は，すべての立場の者が悪に加おることをせず，

相手方の議論はこれをよく理解し，かつまた，あらゆる面で，国家的傲慢と偏

見を人間愛でおきかえるという固い決意を行うが如き倫理的信念によってのみ
　　　　（16）
克服できる」と述べている。ここには，核時代を人類全体が超えて生存しつづ

けるためには，ひとりひとりの「倫理的信念」にまでさかのぼらなければなら

ないことが明確に指摘されている。

　また，私自身は倫理の問題を自分自身の課題として選びとった者として，核

時代を越えるための新しい倫理を，広島の現実に則しつつ構築しなければなら

ないと考えるものである。

　質問V皿原爆はなぜ投下されたのでしょうか。個条書にかいてみて下さい。

　この質問にたいして様々な原因・理由がおのおの個性的な文章表現で記述さ

れたが，それらを整理してみると，三つの大きな項目にまとめることができ

る。

　（1）第二次世界大戦の早期終結のため，日本を無条件で降伏させるため

　㈲　「現代国語」の副読本としてあまれた西尾実・猪野謙二編著『近代文学選』，秀英

　　出版，昭和41年，には原民喜の『夏の花』が収録されて異彩を放っている。

　・⑯　「マックス・ボルンの手紙」，『世界』，昭和37年11月号，65－6頁。傍点は高橋，

　　以下も同様。
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　一橋研究第24号
　　64　（so．　o％．）

　C2）秘密兵器である原爆の威力を実験するため　29（36．2％）

　（3）戦後世界においてアメリカがイニシァティヴをとるため，ソビエトの対

　　日参戦をひかえてアメリカは対日単独占領をのぞんだため，ソビエト社会

　　主義がアジアへ浸透するのを牽制するため，ソビエトに対する威嚇のため

　　26　（32．5％）

　その他の理由としては，アメリカ軍の人的損害をすくなくするため，日本軍

国主義にたいする報復と憎悪，殺鼠の欲望から，人命軽視，人種差別，科学者

の利己主義，作ったものは使いたい，科学の進歩のため，合理主義の帰結，全

面戦争は手段を選ばない，取締まる法律がなかった，等があげられている。

　ここで全体の3分の1のものが原爆投下の事実を戦後国際政治の冷戦構造と

関連づけて理解していることは，かれらの原爆投下に関する政治的知解の水準
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（17）
の高さを示していると言えないであろうか。とは言え，わからない，空白が11

名（13．75％）ある現状には，「なぜ投下されたかについて，学校教育では教え

ていない」という言葉とともに，われわれの反省を促すものがある。

　2．核武装・憲法第9二等に関する意識

　質問彊　話はかわりますが，現在（1972年1月）の時点で，核兵器を保有し

ている国は何か国ありますか。参考までに国名をあげてみて下さい。

　この質問に，アメリカ合衆国，ソビエト連邦，イギリス，フランス，中華人

民共和国の5力国と回答したものは47名（58．75％）。

　4力国としたもの　22（27．5％）

　　うち，イギリスの欠落が21

　3下国としたもの　4（5．0％）

　㈲　この基礎となっているのは，西島有厚『原爆はなぜ投下されたか』，青木書店，

　　1968年，ではなく（質問IVの回答参照），年間読書計画の中でとりあげられ，全員

　　がその批判的所感を提出するよう要求された，家永三郎『太平洋戦争』，岩波書店，

　　1968年，である。家永教授は，そこで，原子爆弾の投下を大戦中の三大残虐行為の．

　　一つととらえ，かつまた戦後急速に顕在化する米ソの対立を示唆しつつ把握してい

　　る。
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　うち，イギリス・フランスの欠落　2

米・ソの2力国としたもの　1

6力国としたもの　2

原爆と平和のための教育

　　ただし第六番目の核保有国の名前は記されていない。

　日本を括弧に入れたもの　3

　無解答　1

　この設問にたいして，核保有国としてイギリスを忘却したものが30名（37．5

％）もあることは，国際政治の多極化時代をむかえて，イギリス外交の地位の

相対的低下を反映したものと見ることはもとより正しい。しかしながら，他方

で第五番目の核保有国である中華人民共和国を欠落させたものは僅か4名（5．0
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（18）
％）にすぎないことを思い併せるならば，次代を背負う若き国民の政治意識の

中では，同じ核兵器の保有とは言っても，イギリスのそれと中国のそれとで

は，中国の核保有の事実の方がいっそう国際政治上の意味合いと力動性に富ん
　　　　　　　　　　　（19）
でいると言うべきであろう。

質問IX　日本は近い将来，核武装をすると思いますか。

イ，国民の反対を押し切ってするだろう　33（41．25％）

圏　調査実施日に近接して中国の第13回（大気圏）核実験のニュースが伝えられた

　（1972年1月8日，朝日新聞ほか）ことが影響していることも考慮さるべきであろ

　う。

ag）田中靖政氏は，1966年中国が誘導ミサイルによる核実験に成功した「直後に」実

　施した調査を分析して，「今日，意外に多くの若い“戦後っ子”学生の間で，『平

　和』や『中立』を守るための『自衛』意識がかなり広範にわたって形成されつつあ

　るようである。そればかりでなく，この『自衛』意識は『核兵器保有』につながる

　心理力学を生み出すような傾向を持つらしい。そして，これに中国の核実験が少な

　からぬ刺戟を与えていることも事実と認めてよいだろう」とのべている。「現代日

　本の核意識」，『中央公論』，昭和44年1月号，72－3頁。しかしながら，われわれの

　調査に見るかぎり中国の核保有にたいする認識ははなはだ高いにもかかわらず，中

　国核化に対抗する日本の核武装化に対してはきわめてつよく反対している（質問X

　の回答をみよ）。従って，「中国核化→平和の脅威→自衛→日本核化」という

　図式が若い世代のうちに「次第にできあがり，広まりつつある」（田中，前掲論文，

　60頁）とは言えないことを注意しておきたい。
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ロ，国民の抵抗によってできないだろう　18（22．5％）

ノ・，何とも言えない＊29（36．25％）

　　　＊「何とも言えない」とこたえた者のうちには，すでに核武装しているかもし

　　　れないと疑惑を投げかけているもの2，僕らのたたかいしだいである1，等が

　　　ふくまれている。

質問X　日本の核武装に賛成ですか，反対ですか。

イ，賛成　　1（1．25％）

ロ，反対　69（86．25％）

ハ，保留＊＊10（12．5％）

　　　＊＊「保留」のうちには，安保条約が信頼できなくなれば，その時には日本の核

　　　武装に賛成するという意見が1つある。

　質問D（にたいする回答において，日本は近い将来に核武装をするであろうと

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（20）　（21）
いう肯定的な見通しを立てるものが四割以上あることは予想外であった。国民

抵抗によって近い将来の日本核武装は阻止されるであろうとのべたものは，肯

定的見通しを立てたものの半数にすぎない。

　これらのパーセンテージを設問Xの回答に照らしてみるならば，かれら若者

の大多数（86．25％）は日本が核保有国になることに反対の意向を表明してい

る。日本の核武装に賛成するのはわずかに1名（1．25％）である。そこで推測さ

れるのは，日本の核武装に反対でありながら，近い将来その反対の意思は封じ

こめられてしまうであろうと感じている若者たちの存在である。つまり，日本

核武装化に反対する若者たちの半数近くの者28（40．6％）は，遠からぬ将来に

　⑳　日米首脳会談にのぞむ米側ホワイトハウス秘密資料に，　「日本は究極的には米国

　　の核のヵサから離れて独自の核戦力をもつようになる」との警戒的見通しが盛られ

　　ていることが暴露されたのは，調査実施の一週間前，1月6日であった。四割をこ

　　えるパーセンテージは，それに影響されていないとは言えまい。

　¢D　田中氏は，「現代っ子の核意識」調査の中で，将来日本が核兵器をもつことは「決

　　してない」と回答したものは26％しかおらず，「比較的近い将来」（今後10年以内）

　　に日本が核化するだろうと予想しているものが40％あることに対して，「予期した

　　数字をはるかに上廻る，驚いた」とのべて，筆者と同様の感慨をもらしている。田

　　中靖政，前掲論文，58，73頁。
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国家は自分たちの意志を無視して核武装を強行するであろうと予想しているの

である。かれらにしてもし国家の兇暴な性格を暗澹たる気持のうちに予感して

いるのでなければ，かれらは自らの政治的挫折感・無力感にとらわれているに

ちがいない。かれらの意識の中では，革新的平和的勢力が，核権力の掌握によ

って内外の人民を無熱しょうとする国家権力にたいして，抵抗をくりひろげる

が，遂に国家の強権の前に挫折し屈服せしめられる物語が上演されているので
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く22）
あろうか。そして，かれらもまた「わだっみのこえ」をのこすのであろうか。

　さて，核兵器の保有に関する一般の日本人の考え方はどうであろうか。

　1957年の政府調査によれば，「再軍備」に賛成で，しかも「いずれは原爆や

水爆をもつようにしてゆきたい」とこたえたものは，全体の11％となってい

る。さらに，小林直樹氏らによる1966年の調査によれば，「自衛隊は必要Jで
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（23）
あり，しかも核兵器をもつべきだと主張するものは13．7％となっている。

　これらとわれわれの調査結果とを比較するならば，われわれが教育の場をつ

うじて交おってきた青年たちの核保有反対のパーセンテージはいちじるしく高

N・。その要因はさまざまあろうが，少なくともその一つは，かれらが自らの広

島体験を基礎として，核兵器保有如何の問題にとりくむところに存すると思わ

．れる。もしそれが真実であるとすれぽ，日本の非核武装を貫くためには，広島

・長崎における核被災の惨状と被爆体験とを継承してゆくことの意義は大きい

と言わなければならない。

　質問Xl戦力の不保持，交戦権の否認を規定した日本国憲法第9条のいわゆ
．　．　．　（24）

一る改正に賛成ですか反対ですか。

⑳　戦後世代の青年のうちに存在する個人と国家のこのような対立と矛盾の意識は，

　たとえば，　「あなたの国の人々はすべて平和を愛する人ばかりだと思いますか」と

　いう問にたいして，B本およびドイツの青年は，六割以上が否定的に答えている事

　実のうちにも示されている。牛島義友『西欧と日本の人間形成』，金子書脇1961

　年，293頁参照。

紛　内閣総理大臣官房審議室『憲法に関する世論調査』（第三回），昭和32年，11－2

　頁；小林直樹編『日本人の憲法意識』，東大出版会，1968年，資料ee　20－1頁およ

　び46－7頁。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91



一橋研究第24号
イ，賛成

ロ，反対

ハ，わからない

無回答

6　（　7．　5％）

56　（70．0％）

17　（21．25％）

1　（1．25％）

　永遠の戦争放棄を定めた，諸外国の憲法にその例を見ないと言われる日本国

憲法第9条の法文は一字一句変わらないのに，第9条の改正をめぐる賛否の比

率は，調査主体，設問の如何，時代状況の相異によって，かなりの変動がある。

さらに，第9条の改正をめぐる意識は，（1）憲法の知識度，（2）年齢，（3）学歴，（4＞

男女別，（5職業・支持政党のちがい等に応じて相異なる。これらの観点からわ

れわれの調査結果を若干考察してみょう。

　一・般的には，憲法の知識度と憲法第9条改正論とのあいだには一定の相関関

係のあることが指摘されている。すなわち，「憲法をよく読んだ者は，よく読

まない者に比べて，改憲反対つまり第9条支持の意向がつよくなる」というこ

とが統計的に明らかにされている。

㈲　日本国憲法第96条は憲法改正の手続を規定している。しかしながら，憲法改正権

　には「法的な限界」があり，憲法そのもののよって立つ根拠の原理自体を否定する

　ことはできないと解するのが通説である（法学協会編『註解日本国憲法』，右回閣，

　1954年，1429頁）。その限界を具体的にどこにおくかについては諸説がある。宮沢俊

　義氏は国民主権の原理だけは変えることができないという考えである（『日本国憲

　法』，日本評論社，昭和30年，788－9頁）が，鵜飼信成氏は「日本国憲法の基本原理で

　ある国民主権主義，永久平和主義および基本的人権尊重主義の本質を失わせるよう

　な改正はなし得ない」と考える（『憲法』，弘文堂，昭和29年，23頁）。佐藤功氏もま

　た基本三原理の本質を変更するような改正は「法的には不可能」と考える。そのさ

　い，第9条が定めている平和主義そのものを本質的に改正することはできないが，

　「ただし，第9条第2項は，必ずしも改正しえないものではない」と考える（『日本

　国憲法講義案』，学陽書房，昭和29年，60頁）。しかしながら，第9条第1項「戦争

　の放棄」，第2項「軍備の放棄」は相侯って憲法の絶対平和主義を形づくるものであ

　るから，たとえ第2項であれ，第9条を改正するならば，憲法の基本的体質はいち

　じるしく変質せしめられると言わざるをえない。筆者は，戦争の絶対的放棄および

　武装の完全な放棄は「平和主義条項の基本的な要素」であるから，憲法改正権の限

　界の外にあると見る鵜飼信成氏と同一の立場をとる（鵜飼信成，前掲書，49頁）。
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　　　　　　　　　　　　　　（25）
第1図　憲法の知識度と第9条の改正
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　憲法の学習は，若干（2ないし3％）ではあるが改憲賛成の比率を増加せし

める，しかし，それは遙かに高い比率（20ないし30％）でもって第9条を擁護

する人間をつくり出すとういことは十分記憶されてよい。また，われわれの調

査で得られた改憲反対70．O％は，憲法の条項を「よく読んだ」層の意識に近似

していると言えようか。

　第9条改正に対する年齢別の意識を図示すると，第2図のごとくなっており，．

若い世代ほど新憲法の平和条項を守ろうとする意識はつよく，逆に，年齢が高：

まるにつれて第9条を改正しようとする意識は相対的につよまると言える。

　つぎに憲法第9条改正をめぐる国民世論の形成にたいする教育の寄与の問題

にうつろう。第9条改正問題にたいして，どちらとも言えない，わからない等

の中間的態度をとる者の比率は，年齢男旺にみてもさほどちがいはなかった（第

2図参照）。ところが，第3図の示すところによれぽ，在学年数：が長くなるに

つれて中間的態度は減少して，態度決定は明確さを増す。さらに，在学年数の

　飼　小林直樹編，前掲書，34－5頁より作成。
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　　　　　　　　　　（26）
第2図　年齢と第9条改正
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延長に比例して，憲法改正阻止の意思は堅固になると言える。

　さらに詳細に立ち入って観察するならぽ，戦前の教育をうけた人々について

は，高学歴の人ほど第9条改正賛成の意向は相対的に強く（第4図），それに

対して，戦後民主主義教育の中で育った人々のばあいには，学歴の高まりに比

例して非武装平和条項改正反対の意思はいっそう琶固になってゆく事実がある

（第5図）。

　第4図と第5図を対比的に見るならば，帝国憲法＝教育勅語体制下における

．教育と，新憲法＝教育基本法体制下における教育の質的差異をつかみとること

　鱒　小林直樹編，前掲書，資料篇34頁より作成。
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　　　　（27）第3図　在学年数と憲法改正

％

0
　
0
　
0
　
0
　
0
　0

6
　
5
　
4
　
3
　
2
　！

　　　　5952　改憲反対

　　45
　38
　32　 賛成

　　292s－AW　3！　30　　2623

　
他盤　囎

7
～
9
年

0
～
6
年

在
学
年
数

鋤
正

一
改条

　
　第

　
と葡漏壷学図

　
4

第

0
0
　0
　
0
　
0
　
0
　0

％

7
6
　「
D
　

4
　
3
　
2
　！

63

　56保P”

　田’D48

　K　　　42
　対3535改正反

Q7

為急

13

N
以
上

10

`
1
2
年

跡
正

一
改．

条

　
　第

　
と制漏話学図

　
　第

究
6
。
5
。
如
3
・
2
・
⑳

71

　　67
　　反
　　対52　XX　48

39必保留・D・K

　　　2623

継，賛成
　ロ

1岬凱震題峯窒
　　　　　　　　　〕
鋤　朝日新聞社全国世論調査（1962年8月17日付）より作成。

鰺　小林直樹編，前掲書，資料篇，41頁より作成。

95



　一　橋　研　究　第24号

ができよう。第一・に，戦前の教育を終了した者の，第9条改正賛成の比率は学歴

と共に上昇しているのに反し，戦後の新教育をうけた者のそれはむしろ下降気

味であること，しかも前者は後者をつねに二ないし三倍上廻っていること，第

．二に，第9条改正反対の意思についてみると，旧教育体制の下でも学歴が高く

なるにつれて改正反対の比率は上昇しているが，それは，新教育制度下のそれ

と比していっそう緩慢にすぎない。かくして，これらの対比から，帝国憲法＝

教育勅語体制下の教育は強兵を志向し，他方，新日本国憲法＝教育基本法体制

下の教育は非武装による平和を志向していることがうかがい知られる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（29）
　世界史上，他に比類のない「絶対的の戦争批棄」を宣言した日本国憲法を，

それは占領下の「押しつけ」なるが故に，改正して自主憲法を制定せねばなら

ぬとする浅薄皮相な議論が存在する。それにたいして，われわれは恒藤恭氏と

ともに，「世界平和の確保を目ざす連合国諸国の意思が日本の国土の保障占領

ならびにEI本の政治の管理という国際政治的手段を媒介として〔平和憲法をう

み出す〕革命過程に対してはたらきかけたという事実」がある故に，まさにそ

の故に，絶対的平和主義憲法の制定は，単に日本政治史上の出来事なるのみな

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（30）
ちず，「世界政治史的意義」を有すると解すべきであろう。

　質問）　憲法第9条の解釈，核武装の是非，核戦争の可能性等に関するあな

たの現在の考えは将来もそのまま変らないとおもいますか。

　イ，決して変わらないと思う　26（32．5％）

　ロ，たぶん変わらないと思う　24（30．0％）

　・・，何とも言えないが変わらないとは言えない　27（33．75％）

　二，現実の社会に出たら，きっと変わるだろう　3（3．75％）

　ひとの政治意識および政治的決断は人生のいつ頃から定着しはじめるのであ

凶　美濃部博士が憲法第9条を，「一切の軍備を撤廃し，ただに侵略的の戦争のみな

　らず，自衛的の戦争の権利までも放棄する旨を規定している」と解したことは意義

　ぶかい。美濃部達吉『日本国憲法原論』，有斐閣，昭和27年，202頁。

圃　恒藤恭「改正憲法の革命的性格」，『時論』，1947年1月号，7，12頁。補足は高橋。
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ろうか。また，今日の若者たちは自分たちの将来に対していかなる見通しを持

っているのであろうか。かれらは今まさに身体的・精神的に人間形成の時期に

ある，しかし同時に，自我の意識のつよい世代だ，少なくとも半ば以上のもの

は現在の自己の決断・選択に高度の信頼をおいているだろう，というのが教職

五年の経験から割り出した私の予想であった。結果は上記のとおりで，現在の

考えは将来も「決して変わらないと思う」と述べることのできた者は全体の3

分の1にすぎない。

　さて，ここに，　「現実の社会に出たら，きっと変わるだろう」と回答したも

のが若干名ある。かれらの理由は，いずれも，現在の考え，すなわち日本の核

装備反対，第9条改正反対という考え方は，あまりに「純粋」すぎ，あまりに

「直線的」な思考だから，現実の厳しい社会に出たら「絶対に変わる」という

．のである。この転向予告者に，「何とも言えないが変わらないとは言えない」と

将来の転向もありうることを示唆した者を合わせると全体の四割に近づく。こ

れは問題にすべき高い比率であると私は思う。日本の保守的支配層が，戦争の

体験と実感とを「完全に欠いている新しい世代」をいかにして「組織」し，い

かにして「国家への関心」を高めるかをもって現代日本の政治の「きわめて緊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（31）
急の課題」であると見なしてから既に久しい。かかる政治的風土の中で，将来

．の転向を予告し，あるいは転向の可能性を予想する者においては，平和憲法を

擁護し，日本の非武装をつらぬく決意，および自らが主権を構成し，かつ平和

を支える世論を形成する主体であることの自覚は稀薄であると懸念される。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（32）
日本国憲法の平和主義は，国内的には権力の「非軍事化」によって民主主義を

徹底しようとするものであり，国際的には，戦力の保持による平和の観念をも

・はや時代錯誤の社会通念とみなし，　「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼

して，　〔自らの〕安全と生存を保持しようと決意した」　（日本国憲法，前文）

ものである。今日それは，核時代の権力政治，すなわち必要とあれば核兵器の

BD　内閣総理大臣官房調査室『国民の防衛意識』，1957年2月；『教科書裁判』，法律

　時報増刊（増補版），日本評論社，1969年，87頁。

lBZ　宮田光雄『非武装国民抵抗の思想』，岩波新書，1971年，17頁。
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使用をも辞さないという威嚇による戦争抑止の論理にたいして「原理的否定1

を示したものに他ならない。近代国家群の成立以降，国際関係のいわぽ唯一の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（33＞
法則と化した権力政治を超える道がここにはひらかれているのである。

　　　　　　　　マニフェスト
　絶対的平和主義の宣言としての憲法第9条を国民が守り抜くことができるか

どうかについて，国民教育の教師の一員としてわれわれが重大な関心を抱くの

は理由のないことではない。1953年10月に行なわれた池田・ロバートソン会談

は，日本再軍備の過程に存在する四つの制約の第一に，法律的制約として第9

条の厳然たる規定の存在をあげ，第二に，政治的社会的制約として非武装平和

教育の徹底を指摘した。そして会談は，日本の再軍備を完全に達成するために

は，何よりもまず再軍備のための愛国心教育が必要であることをうたってい

る。すなわち，「教育および広報によって，日本に愛国心と自衛のための自発

的精神が成長するような空気を助長すること」を日本政府の「第一の責任」と
　　　　　　　（34）
しているのである。文教政策はこの会談を機軸として逆転し，教育に対する国

家統制の復活をうながす傾向はますます濃厚になってきているのである。かく

して，日本国民が恒久平和主義の憲法を守りうるかどうかは，平和のための国

民教育にたずさわる教師たちの主体性の問題ともいっそうふかくかかわりをも

っこととなったのである。

　この観点から今すこし問題点を指摘してみよう。

　設問Xにおいて日本の核武装に反対するとのべた69丁目者の，設問皿にたい

する回答をみると，現在の考えは将来，

　イ，決して変わらないと思う　25（36．2％）

　ロ，たぶん変わらないと思う　23（33．3％）

　・・，変わらないとは言えない　18（26．1％o）

　二，きっと変わるだろう　　　3（4．3％）

となっている。つまり，日本の核武装に反対の意思表示をした者においては，

　B3　坂本義和「権力政治を超える道」，『世界』，岩波書店，1966年9月号，76頁；宮

　　田光雄，前掲書，69－70頁。

　図　『朝日新聞』，昭和28年10月25日；五十嵐顕，伊ケ崎暁生編著『戦後教育の歴史』，

　　青木書店，1970年，132－5頁参照。

　98



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原爆と平和のための教育

将来も意見は「決して変わらない」，「たぶん変わらない」と回答した者は合わ

せて7割かたあり，現在の自己の立場にたいする信頼は相対的に高いことが読

みとれる。また，第9条のいわゆる改正に反対を唱えた者において，自己の見

解は「決して変わらないと思う」と述べたものは42．8％で，全体における比率
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（35）
32．5％を10％ほど上廻っており，自己への信頼度はかなり高いと言える。

　つぎに，設問灘において，自分の現在の政治的態度決定は，将来決して変わ

ることはないと述べた不退転派26名を追跡してみょう。日本の核兵器保有お

よび第9条改正にたいしてかれらは，ただの一名をのぞいて全員が反対してお

り，かれらにおいては日本の核保有や憲法改正のごとき重大な選択については

態度の保留はいささかもありえないことが如実に示されている（第3表）。ここ

に，日本の核武装に反対し，第9条の永久武装放棄の宣言にあくまで忠誠をつ

くさんとする25名の若者がうかびあがってくる。私はかれらのうちに，次代日

本の平和を支える主体的国民の中核となって働く青年の群像を見るのである。

そして同時に，かれらの背後に，戦後一貫して困難な状況とたたかいつつ，平

和のための教育に全力をささげてきたこの国の教師たちの孜々たるすがたを想

第3表　不退転派の政治意識 第4表　転向示唆派の政治意識

濃イ．賛　成

ロ．反　対

　保　留一h．

　　D．K．

計

x・顯嚢

1（3．8）

25　（96．2）

o（o．o）

26　（100．　0）

　　第9条M．
　　改　正

1（3．8）

25　（96．2）

o　（　o．　o）

b　26　（ioo．　o）

激イ．賛　成

ロ．反　対

　保　留ノ、

　’　D．　K．

計

　　日本のX．
　核武装

。（o．o）

18　（66．7）

9　（33．　3）

27（100．　0）

　　第9条M．
　　改　正

1（3．7）

15　（55．6）

11　（40．7）

27（100．　0）

岡　設問XIIの四つの選択肢イ，ロ，ハ，二，に夫々，＋3，＋1，一1，一3，の評点を

　与えて，自己信頼度を数値で表わすことができる。それによると，われわれの調査

　対象全体の自己信頼の平均値的態度は＋0．8であるのにたいして，日本の核武装に

　反対する者の自己信頼度は＋1．0，さらに憲法第9条改正反対者の自己信頼度は＋

　1．2となっており核武装反対，第9条改正反対の意志表示の信頼性はかなり高いと

　いうことが確かめられる。
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うのである。

　ところで，国民教育にたずさわるものの観点からするならば，設問）皿におい

て現在の自分の考えが将来どうなるか，自分でも確信をもって言えないとのべ

た青年たちをどのようにみちびいてゆくかは，国民教育上の最大関心事の一つ

であろう。これらの青年の日本の核保有にたいする態度（第4表）を，さきの，

現在の政治的態度決定は将来も決して変わらないと述べた者の態度　（第3表）

にくらべると，核武装にたいする反対はぐんと減り，態度の保留が3分の1も

見られることはいちじるしい相異点である。

　ここで，核を保有するか否かにさいしての態度の「保留」とは何を意味する

のであろうか。現実に日本が核兵器を所持するにいたるということは，日本が

原爆の被害者から加害者になろうとすることを意味する。自衛のための核兵器

であり，戦争抑止のための核だと言うことは，広島から，長崎から訴えられて

いる“No　More　Hiroshimas　1”の声を，自分自身の叫びとするのでなく，近

隣諸民族にたいする見せしめと威嚇のために利用することを意味する。かれら

は一昨年（1970年）の秋，広島から松江へ抜けたさい，慰霊碑の前にたたずん

で原爆ドームを望見し，平和記念資料館においては，かつての広島の惨状を訴

えるさまざまの事情に触れたのではな：かったか。事実，かれらは修学旅行を省

みて，殆ど例外なしに広島がもっとも痛切な印象を与えたとのべたのであっ

た。原子爆弾の攻撃をうけて間もない広島と長崎を踏査目撃した仁科芳雄博士

は，　「広島や長崎を見ては平和論者の主張の正しいことが文句なく人を説得し
　　　　　　　（36）
てしまうのである」と真率を吐露している。われわれの愛するかけがえのない

青年たちは，ただ一日だけの平和論者なのであろうか。「一日かぎりの広島で

の思想家」にすぎぬのであろうか。かれらの憤りはその場だけのものに終って

しまったのであろうか。広島での印象は，他の多くの印象にかき消されて，も

はやおぼろな映像でしかないのであろうか。かれらは，『黒い雨』　（重松静馬氏

の被爆手記『炎の記』を基にして井伏鱒二が文学として完成したもの）の如き，主と

して文学作晶を通じて広島のもんだいにめざめさせられ，ついで現地広島を訪

　圃　仁科芳雄「原子力の管理」，『改造』，1946年：4月号，21頁。
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れ，ヒロシマの出来事を今なお物語る事物を目のあたりに見て，かれらは衝撃

をうけた。鮮烈な印象をうけた。それは事実だ。しかし，それは流れ去る時間

の内にただの点を印したにすぎない。単なる一時点にとどまり，それは未だ歴

史を創造する原点になっていない。かれらの広島体験はいまだかれらの人生全

体にとっての原体験となっていない。自分たちの日常性を律し，自分自身の倫

理的行為や政治的決断の根底となっていない。それは改めて指摘するまでもな

く，かれらの広島体験が未だ脆弱であり，致命的な欠陥を有するからである。

かれらは昭和20年8月6日の一瞬の出来事の悲惨さに心を奪われて，原爆被害

の総体は，まさにわれわれが生きてきた戦後日本の一定の政治的・経済的・社

会的諸条件の中で生起し，戦後過程の中でいっそう加重・累積せしめられてき

　　　　　　　　　　（37）　（38）
たものであるという認識からはほど遠い。つまり，かれらの広島での体験は，

それが自らのうちに根づくための論理も深みも欠いているのである。広島・長

崎の全体験を日本国民固有の体験として共有することが国民運動としての原水

爆禁止運動の歴史的課題であるとすれば，「戦争を知らない子供たち」の広島

体験をいかにして深化し持続せしめるかは，およそ将来の世界戦争においては

必ず核兵器が使用されるであろう核時代の国民教育運動の今日的な課題である

と言おなければならない。

　現在の政治的見解の基本的方向は将来「変わらないとは言えない」と述べた

青年たちは，戦争の放棄，軍備および交戦権の否認を規定した日本国憲法第9

条の改正にどういう態度をとっているだろうか。自分の政治的立場をいわば確

立したと感じている青年たちの憲法意識と比べてみると，護憲意識は遙かに低

く，しかも中間的態度は，無回答をいれると四割をこえる（第4表）。ここに至っ

て，おれわれは，いかにすれば憲法の非武装平和条項を守り抜くことができる

　BT　この認識については，前掲『原水爆被害白書』，147頁；伊藤壮「被爆者問題と運

　　動への総括的覚え書」，東回会『原点からの報告』，1970年，63頁；浜谷正晴「原爆

　　被害者問題調査研究の歴史と方法」，『一橋研究』第21号，昭和46年，54－65頁，等

　　を参照。

　鯛　たとえば，かれらは原爆の「むごたらしさ」，被災者の「悲惨さ」は思っても，

　　被爆者にたいするさまざまな社会的「差別」に思いをよせた者はいない（質問1お

　　よびIVの回答をみよ）。
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か，という問題に逢着せざるをえないのである。

　その決定的重要性にかんがみるならば，憲法の第一章におかるべきであった
　　　　　（39）
戦争拗棄条項を守り抜くための条件は何であろうか。それは，一方で，日本国

民が「恒久の平和を念願し，人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自

覚」するにいたり，遂に絶対的戦争放棄の理念を「確定」するにいたった歴史

的必然性を鮮明に構想することであり，他方で，現に進行中の核抑止政策の矛

盾と破綻とを見破り，非武装国民抵抗による平和達成の現実的可能性と合理性

とをいきいきと構想することであろう。とすれば，ここに平和憲法の「擁護」

（第99条）をめざす公教育の一つの方向が思い浮んでくる。すなわち，広島・

長崎のうちに政治決断の規準をおくとき，憲法の絶対的の戦争放棄宣言は是非

とも守り通さねばならぬものとなるのではないだろうか。そこで，原爆にたい

する知解度と憲法擁護の精神との間には一・定の相関関係を指摘することがでぎ

ぬかどうかを検討してみよう。

　原爆投下の場所，日時に関する漠然とした質問皿にたいして正確な回答をよ

せた「注意力のするどい青年」の第9条改正にたいする態度は，賛成0，反対

26（89．7％），D．Kおよび無回答3（10．3％）となっているσ

　今，改憲にたいする選択肢，賛成，反対，わからない，に夫々，＋3，一3，

0，の評点を与えて平均値的態度を算出してみると，「注意力のするどい青年」

のばあい一2．7，他方，長崎を忘れた「注意力にややとぼしい青年」のばあい

一1・3となっており，広島・長崎の被爆日時についてIE確な知識を有する者ほ

ど第9条改正阻止の意思はつよいと言えよう。

　原爆投下に関するいっそう複雑な事情の把握がなしとげられている者におい

ても，この傾向は認められるであろうか。

　原爆は，単に軍事的というより，むしろ高度の政治的・外交的理由から投下

　　　　　　　　　　　　　　　　（co）
された，というのが犀利なブラケットの結論であった。すなわち，原爆はただ

　Bg）“The　Story　of　Article　9”，　Newsweele，　October　4，1971r　PP．13－4；児島裏

　　『史録　日本国憲法』，文芸春秋社，昭和47年，329頁。
　laO）　P．　M．　S．　Blackett，　Mititary　and　Political　Consequences　of　Atomic　Energy．

　　London，　1948，　p．　130．
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単に日本の軍部・支配層に対して降伏を勧告しただけでなく，　「反ソ反共の政

策用具として独自の意義を担う」ものであった。1945年2月のヤルダ協定にも

とずくソビエト連邦の対日参戦を目前にひかえ，アメリカが実験詰問もない原

爆の投下を急いだ理由は，ソビエトの対日参戦に先立って原爆を日本に投下す

ることによって対日戦におけるアメリカの優位を誇示するとともに，ソビエト．
　　　　　　　　　　　　　（41）
の参戦を「しるしばかりの参戦」atoken　of　participationにとどめ，もって

東アジアにおけるソビエトの発言権ないし影響力の増大を抑え，さらにはヨー

ロッパでも原爆の威力を背景とする力の政策でソビエト連邦に対抗する決意か
　　　　　　　　　　　　　　　　（42）
ら発したものと解せられるからである。

　われおれの質問珊において，原爆投下の理由を戦後ますます顕在化した「二

つの世界」の対立という戦後国際政治の構造把握とむすびつけて答えたものは

26名（32．5％）あった。原爆にたいして単に感性的に反応するだけでなく，同

時に政治的にもその含蓄を理解しているこれらの青年が憲法第9条の改正にた

いしていかなる態度をとるか。結果は，賛成0，反対26，わからないO，平均

値的態度は一3．0と，まことに明快であった。

　他方，原爆投下の理由を尋ねられて，これを全く空白のままに提出したもの

が11名あった。これらの青年の第9条改正にたいする意識は，賛成2，反対3，

わからない6，となっており，平均値的態度は一〇．3で，政党支持別にみると

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（43）
護憲意識のもっとも低い自民党支持者層の第9条改正にたいする意識，一〇．4

よりも更に憲法擁護の意志は微弱であると言わねばならない。

　以上に考察した原爆に対する知解度と憲法第9条改正に対する意思表示との
　　　　　　　　　　　（44）
関係を図示すれば，第6図のごとくなっており，原爆にたいする知見が深けれ

aD　Norman　Cousins　and　Thomas　K．　Finletter，　“A　Beginning　for　Sanity”，　The

　Saturday　Review　of　Literature，　June　15，　1946，　p．　8．

紛　小此木真三郎「原水爆外交」，『思想』，1954年第8号，26－7頁；前田寿『軍縮交

　渉史　1945－1967年』，東京大学出版会，1968年，52－9頁；岩波講座『世界歴史』

　第29巻，岩波書店，1971年，371－4頁等参照。

㈹　朝日新聞社の前掲調査によれば，自民党支持者の第9条改正賛否の比率は，賛成

　39％，反対52％となっている。

㈲　第6図には，核拡散の現状によく精通した者（正解者）と，ややつまびらかでな
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第6図　原爆に関する知見と護憲意識

　　　　第9条改正賛成
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ば深いほど，非武装平和主義憲法を擁護する意志は明確かつ輩固であるという

相関関係が認められるのである。

　平和憲法は「無血革命」を経て制定せられたものと言え，じつは満州事

変，日中戦争を経て，太平洋戦争にいたる間の幾百万の日本人民および諸民族

の犠牲の上に成り立つものであることを忘れることはできない。憲法改正案を

審議した第90帝国議会衆議院本会議の席上，芦田均氏は，近代科学が原子爆弾

を生み出した結果，将来大国間に戦端が開かれるぽあい，人類のうける惨禍は

「はかり知るべからざるものがある」ことに注意を喚起したのち，「われらが

い者（4ケ国正解）の第9条改正に対する意識をも併せて記入した。それによれば，

核拡散の現状に精通している者は，憲法改正にたいして，そうでない者よりもいっ

そう改憲反対の意志はつよく（一2．4：一1．1），　しかもその意思表示の信頼性は相

対的にたかい（＋1．2＝＋0．3）。したがって田中氏のいう「一般的傾向」一核拡散

の現状認識や予想に関して“優等生”であればあるほど，憲法改正や日本の核保有

をありそうな未来の二者択一と考えるという傾向一の存在は否定されねばなら
ぬ。田中靖政，前掲論文，62頁参照。
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すすんで戦争の放棄を提唱するのは，ひとり過去の戦禍によって戦争の忌むべ

きことを痛感したという理由ばかりではなく，世界を文明の破壊からすくわん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（45）
とする理想に発足する」ものであることを高らかに宣言した。あえて原爆被災

との脈絡に注目するならば，平和憲法は，広島・長崎において，光と火による

核時代の洗礼をうけた人類の叡知の結晶であり，ヘーゲルに倣って，「世界精

神」の到達した最高の真理（政治原理）であると表現することもできるであろ
（ca）

う。国家の安全を「力の均衡」によって保障しようとする考えは必然的に無制

限の軍備競争をひきおこし，従って平和をうち立てることを不可能にする。他

方，　「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼してわれらの安全と生存を保持

しようと決意した」と述べている日本国憲法の精神は「高度の合理性と政治的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（47）
叡知」を内包しているという自覚が，今日国民のあいだに高まりつつある。核

による戦争抑止の論理が人類をますます破滅の淵に近づけつつある現在，平和

憲法はその意義を失うどころか，核の迷信から脱却する根本的視座を与えてい

るという点で，ますます現実的重要性を帯びつつあると言わなければならな：

い。核時代の平和運動の原点に立つ広島・長崎は，平和憲法を擁護する運動の

出立点でもあるのである。

　　　　　　　　　　　（筆者の住所：東京都立川市高松町1－22－12　宮崎方）

k5　参議院事務局編『帝国憲法改正審議録』，戦争放棄編，新日本法規出版，1952年，

　210－1頁。

㈹　「世界史とは，世界精神が漸次真理の意識と意欲とに到達してゆく過程を示すもの

　に他ならない。」G．W．　F。　Hege1，7〃伽％〃8伽劾67伽P窺105砂伽46ア0θso勿6加8，

　Reclam，1961，　S．104；武市健人訳，『歴史哲学』，岩波書店，昭祐29年，上巻89頁。

㈲　科学者京都会議は「平和を創造するための指針として，日本国憲法がますます大

　きな現実的意義をもつに到っている」ことをくりかえし強調している。湯川秀樹ほ

　か編著『核時代を超える』，岩波新書，1968年，174－90頁。
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